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  浦安市児童手当事務取扱規則（平成24年規則第48号）の一部改正 

 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

（備え付けるべき帳簿等） 

第２条 本市において記録及び管理をすべき情報は、次のとおりとする。 

(1) 受給者に関する情報 

(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報 

(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報 

(4) 父母指定者の管理に関する情報 

（一般受給資格者に係る現況届の処理） 

第１１条 市長は、省令第４条第１項の児童手当・特例給付現況届の提出を受

けたとき、又は同令第４条第３項の規定により現況届の提出を省略させたと

きは、次により処理するものとする。 

(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、児

童手当法施行令（昭和46年政令第281号）第14条第１項又は第２項の規定に

より認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合に

は、児童手当（特例給付）認定・認定請求却下通知書により、当該届出者

に通知すること。 

(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支

給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の

認定を取り消し、児童手当（特例給付）支給事由消滅通知書（別記第５号

様式）により、当該届出者に通知すること。 

 

(施設等受給者に係る現況届の処理) 

第１２条 市長は、省令第４条第４項の児童手当現況届(施設等受給者用)の提

出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅し

たものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、

児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記第6号様式)により、当該

届出者に通知すること。 

（寄附に係る処理） 

第１５条 請求者又は受給者（以下「請求者等」という。）からの法第20条の

（備え付けるべき帳簿等） 

第２条 本市において備える帳簿等は、次のとおりとする。 

(1) 受給者台帳 

(2) 関係書類返戻・保留カード 

(3) 受給資格調査員証交付簿 

(4) 父母指定者管理台帳 

（一般受給資格者に係る現況届の処理） 

第１１条 市長は、省令第４条第１項の児童手当・特例給付現況届の提出を受

けたときは、次により処理するものとする。 

 

(1) 当該届書の記載事項等により審査し、児童手当法施行令（昭和46年政令

第281号）第11条第１項又は第２項の規定により認定の請求があったもの

とみなされる場合に該当すると認めた場合には、児童手当（特例給付）認

定・認定請求却下通知書により、当該届出者に通知すること。 

 

(2) 当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認し

た場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当（特

例給付）支給事由消滅通知書（別記第５号様式）により、当該届出者に通

知すること。 

 

(施設等受給者に係る現況届の処理)  

第１２条 市長は、省令第４条第３項の児童手当現況届(施設等受給者用)の提

出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅し

たものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、

児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記第6号様式)により、当該

届出者に通知すること。 

（寄附に係る処理） 

第１５条 請求者又は受給者（以下「請求者等」という。）からの法第22条の



 -２- 

 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとす

る。 

２ 省 略 

（受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る処理） 

第１６条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の

申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとする。 

２ 省 略 

（児童手当等からの保育料の徴収に係る処理） 

第１７条 市長は、法第22条第２項に規定する特別徴収（以下「特別徴収」と

いう。）の方法によって保育料を徴収しようとするときは、保育料特別徴収

通知書（別記第11号様式）により、特別徴収の対象者にあらかじめ送付する

ものとする。 

 

附 則 

この規則は、令和４年６月１日から施行する。ただし、第15条から第17条ま

での改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

２の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるもの

とする。 

２ 同 左 

（受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る処理） 

第１６条 請求者等からの法第22条の３の規定による学校給食費等の費用の支

払の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとする。 

２ 同 左 

（児童手当等からの保育料の徴収に係る処理） 

第１７条 市長は、法第22条の４第２項に規定する特別徴収（以下「特別徴

収」という。）の方法によって保育料を徴収しようとするときは、保育料特

別徴収通知書（別記第11号様式）により、特別徴収の対象者にあらかじめ送

付するものとする。 

 

 

 

 

 


